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→同族会社等の判定に関する明細書
|菜ご 法人名 I 塁 特定同族会社の判定

〇 事業年度終了の時の資本金の額又は出

同族会社にならない法人
期木現在の孫行済株 内 Iヽ 資金の額が 1億円以下である場合は、次
国式の総数又は出安の総額 1 特

(21)の閉l駁位の株式数Xl-:l:.
11 ’ T 出 の金額 七 のような場合を除いて、特定同族会社と

〇 協同組合、医療法人、相互会社など 株(19)式と数(2又1)のは上出位交3の順金位額の2 定株式改．~等による判定 ％百 はならない(「11」欄から「17」欄までの記

が添付していないか。 族株式数等による判定 餅 12 載は不要）。
％ 同 ...""””....................””..................................、........: 

，普 3 

［ 
特定同族会社の判定が必要となる場合 ： 

内
族(22)の上位 1順位ぶ裟決櫂の9 13 ① ーの大法人（資本金の額又は出資金

0 分母の数又は金額から自己の株式又は
会期末現在の磁決権の総致 4 

％了 ； の額が 5億円以上である法人等）によ l 会隣決椛の数による判定
出資を控除しているか（貸借対照表又は (20)と(22)の日位 3順位の 5 皿 14 >-

業 ； る完全支配関係がある場合 i 
(4) ； ② 完全支配関係がある複数の大法人に ； 株式資本等変動計算書で確認する。）。 滋決柑の数 社 ； 符‘譴決権の数座(4)による判疋 6 ％ の伝(29合)のの9合上H計の人炊（人の及うびちそ品0もl多n]訳い閃唸 15 

； 発行済株式等の全部を保有されている ； 
ヽ~，

i： 場合 i 
ネ土只の数による判定 ％ 

.....”........."....”.........”..............................................; 
~” の期太現在の社只の詑数 1 判 (芍15) 16 」

1 株主等の^／ ~ ~ ~ ~ ／ 記~／ ／ ~ 載~~にヽヽヽヽ~ヽ誤／／ ／ ~ ~、、~ヽりは~~ ~ヽ~／ ／ ~ な~／ ~ ~ ~ ~ ~ ／ い~~ ~ ~ ~ ~ ~ か~ ~ ／ ~ ~ ~ ~ ~ ／ ~ ／ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 話名のの3介人9以l•人下数及のびうこちれ政ら,, ： 同塁8 定枯定 1"1以必IJ:の中I定和）合 17判 し9 ．が． ），，染し糾い’訓介）

0 名義株は実際の権利者のものとして
社只の数盈(7) よる判定 ％ 

社`  りはないか

， 伸定 1司族会

取り扱っているか。 判定結果 18同族会
社社 (1)で留保金〇 その会社が自己の株式又は出資を有 定同((a)族、(6)会Xは社(9)ののうち判忌t定」らい割割合合） 10 非 同 族 会

する場合のその会社を判定基準となる か。

株主等から除いているか。
判定基準となる株主等の株式数等の明細

〇 株主等のグルーピングに当たっては、 順位
株式数：又は山宍の金額名

持株の最も多い株主等から選定するの 判定茄準となる株主（社艮）及び問族関係者 判店基準と極彼出杏支娑の配金涯額£ 吐・竺はその他の株主 笞 判定結果は正しいかではなく、そのグループの持株が最も ..  なとるの株続士納笞 均決袖の致悶認：四決柾ヽ 改
多くなるように選定しているか。

沐数式等 砒は決数
住所又は所在地 氏名又は法人比 19 20 21 22 0 「17」欄＞ 50% ⇒ 特定同族会社

i 
本 人

゜
「17」欄;:a50% 

麟
~ ~ 

かつ ⇒ 同族会社

I 叫良関係者の範囲は正しいか l3q小q％企子業恥向1け等特が例適措l用置できな「い ベ~ヽ~ ｛~ふ~心 I
「10」欄＞ 50%

＇ヤ

〇 同族関係者とは次の者をいうが、これ
0 「10」欄；；； 50% ⇒ 非同族会社

らの者の持株についても記載されている
〇 法人株主については、その法人の株主

か。 右上に記載した「特定同族の留会保社金の課判税定不」適の用①の又対は②象外に該当す
① 株主等の親族 る場合には、特定同族会社 となる

構成を確認し、特定同族会社の判定をし

② 株主等と内緑関係にある者 ト— が、その他に以下の中小企業向け特例措置が不適用となる。
て記載されているか。

③ 個人株主等の使用人 ・年800万円以下の所得に対する軽減税率
④ その他個人株主等から受ける金銭等 （中小企業者等の法人税率の特例）

で生計を維持して昇者 ・貸倒引当金繰入額の損金算入 9’~ 

⑤ ②～①に掲げる 生計を一にする （貸倒引当金の法定繰入率の適用）
これらの者の親族 ・交際費等の損金不算入額の計算における定額控除
⑥ 株主等と①～⑤に掲げる者が有する ・欠損金の繰戻し還付の停止措置の不適用

〇 合名会社、合資会社又は合同会社以外

株式の持株割合が50％超となる会社等 ・欠損金の控除限度額の縮減の不適用
の法人は記載しない。

| I 
｝ 

‘‘// ~}:、1、}// ~~ ~ 、// ~ :~/ 、~ ~、'',, ,,._:,衰汐'、ふ,'＇ヽ’ ,,. .,;. ,,_.-、.'. .'. ,, ,’、 文夕 ' 9 , : 9’、ヽ,9:,：沖'；:99 ，-；. ．9 ,'9 心¥9唸',． 9,',.,‘ く
”、}、‘’．ヽ．,'",.,:.、 ／ 

~ ~ 

< ;、/:、‘‘； ；ぶ‘：// / 心．｝・・＇ヽ9、:.:':fぐ．，‘’ ’‘’‘・9、:、,,.'. /‘/ /‘~ 、/‘
9．．．ヽ ｝、ハ‘’各．.,...·,,...、• 9，．心：＇‘9ヽ9＇・、‘9ぐ9ャ.-；、:._.-·•．',ぷ9.,‘‘ 、、

ー 同族会社等の判定
,............”............................................................................ 
； 令和7年4月1日以後終了事業年度分 ！ 
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留保金課税

,........................................................................................."• 

； 令和7年4月1日以後終了事業年度分 ！ 
····················●.·●.............●....●.·........●....·●.·........•..・••. •............ 

適用法人に誤りはないか
匹会社の冒II雌l項する税蘭の計算1喝す1"
碍畠書 仔度 法人名

l
l
f
氣
I—
-
H

＿

・人名

9t "” 

〇 被支配会社に該当する
場合で、資本金の額又は
出資金の額が 1億円超の
法人か。
〇 被支配会社．に該当する

場合、資本金の額又は出
資金の額が 1億円以下で
あっても、次のような場
合に該当するときは、留
保金課税の適用がある。
① ーの大法人（資本金
の額又は出資金の額が
5億円以上である法人
等）による完全支配関
係がある場合
② 完全支配関係がある
複数の大法人に発行済
株式等の全部を保有さ
れている垢合
〇 協同組合、医療法人、
相互会社などを対象とし
ていないか。

0 l,OOOPl未瀾の端数が生
じたときは、その端数を
切り捨てた金額を記載す
るが` 「21」欄で切り捨
てた!,000円未満の端数よ
り多いときは、切り上げ
た金額を記載しているか。

．
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か 企 書
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0 1か月未満の端数
は切り上げているか。

0 マイナスの場合は
零としているか。
〇 住民税額の計算の
基礎となる法人税額
は、所得税額控除剪
の金額1こなっている
か。

"”
 日篠笠"
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開 6 111 9 ●立金慕•
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対外●舟祠航序及｛の9本般納：こよるUA
nl紐：：叩1じの金•0紐直人議 It 

困●1伯）「匹l)

対外糾滋~屈了＄名09本雌による収Iヽ·

知：底所9切な翫砕：人• I• 
僚RIぼ)f!IJXは1約1

叩罪窃年1心付恥●191．呵
a 

聞妥＋（fi)「1211
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・
目
・
一
以
後
終
了
寧
菜
年
齋
分

糾9 ．屈

Iりー19)

霰

0 「6」欄がマイナ
スの均合は「2」欄
の金額に「6」欄の
金額の正数金額を加
算した金額としてい
るか。
0 「7」欄の金額が
マイナスとなる場合
は、零と記載してい
るか。

ャ

，
 

糾ー

0
0
 

則

朴喝呪誼法人又I:9家籾拐瓶蒐にお
,,る折定i人の所科の什9IE岱頂 I" 
OII哀＋1ーIII;.I又は191哀＋1ごIIIOJI

心．の戯法人又に匹鶴●91仄域にお

匹門のだ？1:？竺＂は， 0 lか月未満の端数
は切り上げているか。

副， 

〇 別表4で「収用換地等
の場合の所得の特別控除
額」の処理を「その他流
出」とせず、 「減算留保J
とすることにより、留保所
得金額が過少1こなっていな
，、か。

糾＂ 

19t-KI：如11，

●1'1人俎● 9の合 9l
佃＋1111-11り
四直細

01• I’9 A 0 9 9企".し
01妥:I-199こl;II

9 Aの99 9 9 9 NI 

" 伽に！一j付公ーil0_1

,,人叫はスユ’印＆ぶ9•―..，，おける
溝●訂がら比99秘●● [ 99 
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K O 
1は以は'""'りがし

糾， ー

，‘-一一~所得基準額の計算 ＿こ

0 マイナスの場合は零と
しているか。
〇 留保所得金額から控除
すべき法人税額は、所得―
税額控除蕊の金額1こなっ
ているか。

" 9 9 9 2 
OI+19tI-9911ー199+999-19n-999,799 

伐 ””
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叫
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閾
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g oo ， 9,  9 閻ー191
薗， 蕊

〇 その支払に係る決
議の日がその支払に
係る基準日の属する
事業年度終了の日の
翌日からその基準日
の属する事業年度に
係る決算の確定の日
までの期間内にある
ものを記載している
か（株主資本等変動
計算書の注記等で確
認する。）。

所
滋齢9：よる虹冠＄叫裟91●●
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〇 受取配当等の益金：
不算入額など、別表
4の「社外流出J欄
に「※」を付してい
る金額が移記されて
いるか。

｀●●の年（認釦祠•付
．に係る副付金を餘<.) |l4 
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中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除

,.............................................................................—...........、

i 令和7年 4月 1日以後終了事業年度分 i ......................................................................................... 

中小企菜者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控I＊災
除に関する明細書 年 9久

円

； ！瓢i；る器芦攀宕芸界芸品~I ― I法人名
引l+I 比較訳峻研究＂の額の 91』笠

が験研 究費

や

捻

法人名

l9|9 9)ヽ 企叉ネ裕税栢控除限皮額

(<)X((I2)父は0,12)
l 13 

〇 特許申請費など試険研究を行うために要する

費用以外のものを試験研究費の額に含めていな

9ヽか。

0 試駿研究費に充てるために他の者から帯けた
補助合等を試験研究妥の額から控除しているか

（「雑益雑相失等の内訳帯1を確認）。

の1控除対象試験研究交の額I4~1 (2)+(3) 

］比較試駿研究在の額15
拭 (9l衣六(+-)(5」)

令
七
•
四

ぶ 菜 年 咲 試験研究代の額 当期盛差←—
汀烹年度の且数

改定試政研究費の釦

虐(2) X (3) 

別
表
六
由
]
]

n 

旧
訓

墜前法人税額I 14 I 
蛇ii]表、「2J..li.は別表・の二「2」若しくはf¥3」)

土菜 対

心
象

分
年

度

|比

験ー 」ilt 
0 中IIヽ 令婁考文は農業協同組合等か。 I I 較 試

・-・・ 匹
のl 叫 5』 ＿ー・士 1 ..•-. • 

0 試験研究贅の額が発生してい
ない事業年度も記載しているか。

記載している場合、当該事業

年度も調整対象年度数にカウン

トしての比較試歌研究貸「5」
欄を計算しているか。

四
・可

以
後
終

r本
業
年
度
分

欺

＂ 
.
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.
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.
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一
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鯰

g

紐

一

I

i

盆

珪

紐

Q

5

鯰

m』
-

ー

心

ぁ

数

以

す
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式

者
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人

r

~
で
総
）
人
用
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内
の
法
~

』

』
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凪
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疇
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二
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-
賢
亘
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芯

H
 

上金l悩の計笠

半 梁 年 w
 

売f.金 l額

〇 申告調墜額を加減算した金額

となっているか。

(6)の芸芸品故

改定元上金額

(7) X (S) 

売

卜

調

竪

年

度

〇 売上金額以外の金額を記載し
ていないか。

※ 「2」欄の試験研究費の額
を記載している誤りや営業外

収益を含めている誤りがある。

光
(9 のitl.,•Il 十売上潤整年度数） 〇 当期分の「1」を足して計算してい

るか。



4 中小企業者等が機械

等を取得した場合の法

人税額の特別控除

中小企棠者等が機械等を取得した場合の法人国額/1)1●業
特別控除に関する明細書 年 9A 法人名

事 棠 社 目11

別
表
六
田
国

費1樟 致12

-·····~ 
； 令和7年4月1日以後終了事業年度分 ！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-

〇 青色申告法人か．

ol特宇中ヽIヽ令零考寄（農業協同組合等、商店街
振興組合又は資本金等が3000万円以下の中小企
業者）か。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ら雫．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

； ＜適用対象法人の留意事項＞
10 資本金が1億円以下の法人であっても、同一 i 
； の大規模法人 (P3の※1参照）が発行済株式 ： 
； 又は出資の総数又は総額の2分の 1 （又は複数 ： 
i の大規模法人がその3分の2)以上を所有して i 
； いる湯合には、中小企業者には該当しない。 ： 
l.O 適用除外亭棠者(P3の※2参照）に該当する i 
： 法人は中小企業者から除かれる。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．會．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．：

3
 
分区は又類種の仰設

一

細

一

取

江

区

S~・置用対象資産
ヽ~、-

目14

年

竹定亨菜の用に供した年月 Pl6 

得 月 日IS

言祠取得価額の合計額|10
((9)の合計）

額控除隈

110)x希

潤将前法人税額|12
灯9I衷 ・92．又は別表・9た『2j●しくが1刈）

当刑税孤~甚徊額

199)x長 113

当期税額控除可能額|14
((U)と(13)のうち少ない金額）

税

w,i 

度

額 ーー

の 叫

山 H
 

山 H
 

別

円逼1；；；引当期税額茄準額残頷117
993)-994)-991●六9-.l•二）99り）

控 除 額 の II・ 算

一
以
後
終

r平
棠
年
度
分

i
 

円

令
七

期1繰越税額控除限度迅過喜
（邸のit) |i8 

繰I'叶上のうち当期絨越悦額拌除可能額 19
((17)と(18)のうち少ない令窯） 1 

〇 医療用機器（超音波診断装置、人工腎臓装置、 C ど閲

Tスキャナ装置、歯科診療用椅子など）を対象資産→一履
としていないか。 aコパ
〇 貨物運送用小型自動車（自動亨亨検証の「自動

車の種別」が小型のもの）を対象資産としていな燐‘晶芸翌忠。（；了~：；；；りはほ需）6 ： | 
〇 器具及び備品を対象としていないか。

措法第42条の6第1項各号（特定機械装置等）
の取得ぽ9)価額要件等

区 分 対象設偏の範囲

機械及び装I悦
（注2)

測定ヱ几及び検企丁→
具（祖：気又は霞子を
利用するものを含む）

〇 平成10.-6.1～令和9.3. 31の期問内に取得
し、国内にある特定中小企業者等の営む指定事

業の用に供しているか（海外で使用しているも

のについては適用がない。）。

越I賓整前法人税額絹退愕成額120
（別表六（六1f8の＠」1

1台又は1某の取得価額が

1 6 0万円以上

1台又は1双の取得価額が

1・2 0ガ円以上

詞一種類の根致設伽の取得価額

（の合計額）が l2 0万l'I以上（注3)

ソフトウエア・（注4)Iーのソフトウエアの取得価額
((/)合計額）が70ガ円以le

貨物巡送mの普通自動~：

（市．両総誼砥3. 5トン以上）

1内航運送業及び内航船舶貸渡業用の船舶

辺

車両及び迎搬具

〇 修正申告の場合、修正申告後の法人税額を基
礎として計算した税額基準額を限度としている

か。

法・人税額の特別控除 111122
(16) + ('1) 

過怒度限

字

分1詞整前法人税嶺超過柄成額|15
（月1)去六（六）「8の倒J

期忠ぷ『餘栢1199

翌期繰越税額控除

度i悶11,lll税松栢百除額限又度はI当
ず

分1当期繰越税頷控除栢[21
(19)-120) 

船 舶

当

棠 年

』

額の ll・ 算

期控： ；；能可「下こ口
笙

額I

円

〇 税額控除が法人税額の20％相当額を超えてい
ないか。

0 20％の税額控除の枠は、①当期の取得分②繰
越分の順で充当されているか。

円

計
(19) 

（注）

1 所有権移転外リース取引に係る契約による取得を含む。
2 令和5年4月1日以後に取得等するものについては、
コインランドリー業（法人の主要な事業である場合を除

く。）の用に供する姿産で、その管理のおおむね全部を

他の者に委託するものを除く。

3 1台又は 1基の取得価額が30万円以上の資産に限る。

4 システム仕様書等も含み、サーパー用のオペレーティ
ングシステム等を除く（ISO/IECJ5408に基づき評価及び
認証をされたサーパー用オペレーティングシステム等は

適用対象）。
5 令和5年4月1日以後に取得等するものについては、
総トン数が500トン以上の船舶にあっては、一定の要件を
濶たすもの。

当 期 分
(11) (U) 

合 計

外

〇 当期前1年以内に開始した事業年度に発生した
ものか。

〇 控除税額の繰越額は誤っていないか。

樵 械 裟 H
 

嫁 の 概 蔽



5 中小企業者等の給与等の支給額が増加した場合の
法人税額の特別控除

,....................................................................................̀ 

； 令和7年4月1日以後終了事業年度分 i ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．， 

給与等のエ一転紐が増加した場合の法人税額の苔9,J痘除Jこ
閲する明細書 t

巾
＊

年

・木攻,."●＋伝の●又ば出口全

m 不況 9ャの元吟た川ず，，託之 a•

“, 9、 m m 

m もし9 9 ごムぷ•
（切沢六<='・匹999表・“’’ I• 

0 前期の雇用者給与等支給額（前期の別
表6(24)「4」欄）と一致しているか．

屯 99↓9 ミ 4 ％のと
90叩． o．1xa,59 

祝 I
項’'パ9 こ 90汰Xは 99 ●9 ー 9999 ン•の峰介で．
か 9. 9909こ 00F％の鳩令 I" 
;a o. o:~ 

"I 用ツウテナくるみ／
出碍している喝合 l25 

,.I 
の 0．叩

温況•たね悶度•

令 ＇竺認•ぶ品；；器守”' I" 
砕

“ “49 と 4 ・ル ＂ 二
O. 9B 

可四I'
屯’’●9 こ』0~Xは 9959 一 9999>• の嶋合で．
がつ． 9999と 0.oB％の塙令 1 28 
日 ・・05

度
μ| 99ザ るみ；•XほKるばし：’”"日以
上を取得している場介 12• 

青色申告法人か． • 印の o.9ゆ

中小令業者又は農業協同組合等か。 介 '229X9..9+C99ー92●9→四99 |切
.,q定硯訊 W 邸限ぼ硝

叫 90.mのご合は n9
マー

囀紅統 m ●"..文• •I.. I I 1.1,,, •い％のと； ぼ I 9二十四）心叫、 9 99 3 0. 95 

ぶ紅ぺ”名比＂ふ，．上に製 心否．5了；訊唸諜＇ば芸潟合で． ne

冑息ぎ！閾埠編霰曲：止代：：こね•m:

埴

： ：竺＇： 1 ［'’.: :9 9 9: : :I S 
’‘・イ；如）誌，"'I"

は 9じ占袖勺ヤ文心＜●加割介

倍 1,
く99心 0り＞`＂やくよ 09

は人名

合I,,

合， 29

別
表
六
『
田
四
令
七
•
四
・
一
以
後
終
丁
出
業
年
度
分

可

苔孟芸芸孟累苧唸譴ざび翌期繰越税額 1$臣| : : I I 

瓜出古祐,,.,公 m 及び..厄柑でね '9 衿文ね

芸守右9→：→る給，，マの1均：：：デ＇？ま：： I(2）のう祖：＊四心企血I凧；：瞑寧，匹

油`

ぶ

0

0

 

法人名
別
表
六

U
田
向
付
表
一[
 

9 ↓ | ',  
99 崎文ね如及び”’整比較凩月9 もね

::m名に':...る祐ムがン 1 ば＇ぷ；：··ふ;;;-:;.•I"' の，，わ●

「4」桐は雇用安定助成金を含めているか。
「5」欄は雇用安定助成金を控除しているか。

令
七
•
四
・
一
以
‘

芯ら？，ぷ給節iu 

＇一口用対象法人 ゃ ‘:¥ 
／‘ ｝‘‘さら／ 9 9~ 

2 

゜ 分

合139

印川占は卜守文 ¢99比敏百如●●割合

“豆 I"
"' 

「31」欄の上乗せ要件
雇用者給与等支給増加割合 (7欄）が
2. 5％以上か。
0 「32」欄の上乗せ要件
・ 教育訓練費増加割合 (1甜蘭）が5%
以上か
． 雇用者給与等支給額比教育訓練費割
合 (19欄）が0.05％以上か。

゜

T11三

事 つ

0....損金の額に算入される給与等（国臼
窯用者に対して支袷するものに限る,_)
の金額か。 ・
※ 国内雇用者とは、法人の徳且ム
（その法人の役員の特殊関係者（注）
及び使用人兼務役員を除く。）のう
ち国内の事棠所に勤務する一定の雇
用者をいう。
（注）役員の特殊関係者とは次の者を
いう。
① 役員の親族
②役員と内縁関係にある者
③ ①②以外の者で役員から生計
の支援を受けているもの
④ ②③の者と生計を一にするこ
れらの者の親族

7 

； 
； 

•— 

←―→ ．． 
.. .. 
．．  
．．  

．．  ．． 
.. 
と—·
99 

期

百

ヽ）計ゐ

改出ぶ古コ硫宣J疇
929) X 9出2)

43 

陣

一

g

d9 即129 9 
超 9約冨t

“f紐ね 1 内

99 a ぬ

氾 92・，；；9969“m

」

外

-n 

＂ 

は比対..用名は 9 ●人は m加需
99●9と9909のうち少ない●額， 1 20 

・用ぷ捻ヤ守文給●力●衣や砒●＇
＜洲＊六，．．十ゆ付●・「;,』) l 29 



6
 
受取配当等の益金不算入

ク．．．．．曾．．．．．．．．．．曾．．．．．．．．．．曾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、

； 令和7年4月1日以後終了事業年度分 i --・・・・・・・・-

~ ~ 

誅式等の総：（株式保れ給）
完全子法人株式等 (100%) 100% 

受取配当等の益金不宮入に関する明細書

ンは全＋法人株式呼 9こ係る受'"配当等の額
{9の出 ・ 1, 

中棠
午＆

士云u的株式等 1こ係る受取正当やの如i4 
(93の汁｝

法人名
別
表
八
日司

関連法人株式等
(1/3超～100％未満）

その他株式等（ 5％超～1/3以下）

※ 上場株式等は通常非支配目
的株式等に該当する。

非支配目的株式等（5％以下）

100怜

※ 支払利子等の額
を控除した後の額

50% 

関速法人株式子 1こ伍る女取陀当守の額

り

計の

の

額除

額

控
干9

令払

の

し^

等

る

一
l

ょ

一

に

ロ

ロ

ニ

ニ

．
 

唸

受 紀勺――—吋"―、j血泣 4ヽ坪 9ヽ凶；

9))+992)-9加の9l・））＋93)X50%+94)X920％又15 
は“0%)

9) 窯 の 明 99 

〇 別表3(1)付表1の「11」欄及び別表
4の「14」欄（総額及び減算《社外流
出》）に移記されているか。

9 1• 

20% 
円

＂ 
円 n 

t
 

汁

＂ 
円

E~ 

"" 
0 「その他株式等」の襴に上場
企業の記載がある場合、保有割
合を必ず確認する。
〇 完全支配関係がある他の法人
を含めた持株割合で判定する
（令和4年4月1日以後開始事
業年度）。

等の金額

i9 

丙 -n・
―ー 丙 ＿＂ 丙

叶

円 円 円 i円 i円

計

く次のものを含めているか＞
〇 手形の割引料
〇 資産の取得価額に含めた利子及び繰
延資産として経理した利子

く次のものを含めて込盆止か＞
〇 売上割引料
〇 信用保証協会への保証料
（注）利子税又は地方税の延滞金は含め
ないことができる。

可
m

"

 

＂ 
F] p 

m 網

叶叫血•西)1j
再

〇 対象にならない次のもの吝愛取配当等
の金額に含めていないかr
（外国名（例えば、アルファベットやカ
タカナ表記であるもの）、海外に関連す
る名称が付されているもの（例えば、新
興国株関係のもの）等、信託財産を主と
して外貨建資産等に運用していると想定
されるものは要注意）

................................................. 
ぎ 公社債投資信託の収益の分配金、証券 i 
i投資信託の収益の分配金、外国法人（外 ； 
i国子会社からの配当等は別表8(2)に記載 i 
：する。）・公益法人等からの配当、協同 ； 

i組合等の事業分量配当金、特定目的会社 i 
；からの配当、保険会社の契約者配当金、 ； 
l社債の利子、匿名組合の分配金など ； ................................................................................. 

〇 証券投資信託の収益の分配金は、全額
が益金算入となるのに益金不算入の対象
としていないか。

, " 91 千↑9 の

口外女配株主序1こ係る全佼の利干苓の担令ィJ笠入加、
対拿純支払利子おの把令不ぽ人謂又ば択久的紀改9こ婦
せられるべさ貸本に対応...る負依の利子の択金不は人
額 I:u,
(99（大十七（ぅr36」い9ぽ十七（一99一，．かのうち多い合
証Xi2 伐り点十•と（二99 二） l349 と）9澤十七の二（二）"'」
09うち●い金訊）

，，沿利＋ばの掛命ば入虹

（別表十七（二の三）（10))
1 37 

了~等の薯iの令~計韻

(35)-(3")+(37).. 
|⑲ 
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特定資産の買換えの圧縮記帳 ，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

； 令和7年4月1日以後終了事業年度分 i ........................................................................................... 
〇 譲渡資産の涙渡年月日及び取得資産の
取得年月日がいずれも令和6年4月1日
以後である場合、 「特定の資産の買換え
の場合の課税の特例の適用に関する届出
書」が提出されているか。

〇 棚卸資産、機械及び装置、無形固定
資産、借家権等を対象としていないか。

椅定の資虚の買換えにより取得した資虞の圧縮額等の
損金算入に閲する明細宝

三得ゎ n U 95' 

柁仙● 99 

Zの＂＇こ伯した X9よ供ヤる兄山みの9月＂ ＂ 

咲 ＂森｀心＋地 9で合，り虹地の対4知れ ，＂ 

：：ヽ袴証—ぱ睾霜酷茜饗＂
し9 D 99 

のる
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釦人名i

可

〇 適用を受けようとする各号の譲渡資
産と買換資産に該当しているか。
① 所在地からみてどうか。
② 添付証明書からみてどうか。

〇 長期所有の土地等に係る措匠(3号）
について、
① 買換資産のうち土地等の範囲が事
務所等の特定施設（福利瞑生施設に
該当するものを除く。）の敷地の用
に供されるもの（その特定施設に係
る事業の遂行上必要な駐車場の用に
供されるものを含む。）又は駐車場
の用に供されるもの（一定のやむを
得ない事情があるものに限る。）で
あるか。

かつ

②取得した土地等の面積は300平方
メートル以上になっているか
(r20」欄）．

〇 所在地等に関し必要な証明害は添付
されているか。

-H 

''  
万，．．ぃ叫

”‘9-トルl

-" 

・サ

"99-9ル

-" 

← .. 
99--9ルl

↑ hA-99レl

←←-.. 
加・・卜叫

-n -n 

〇 該渡した土地の上の建物等を取り壊
した場合、その建物等の帳簿価額及び
取壊贅用を譲渡に要した経喪の額に含
めているか。
〇 あっせん手数料、謝礼等の経贅を談
渡に要した経喪の額に含めているか
（「雑益、雑拍失等の内訳書」からも検
討する。）。

〇 買換資産のうちに土地等がある場合
に、遥用区分ごとに許算したその土地
等の面積が、譲渡した土地等の面積の
5倍相当の面積を超えるときに、その
超える部分の面積を「21」欄に記載し
ているか。

「21」欄＝「20」欄ー「5」欄xs倍

〇 同一の号の買換資産が2以上ある場
合は、譲渡対価の額を匪送買換資産の
取得価額に達するまで充てているか。

令

“ 馴lょ

［ 
西i

〇 買換資産の取得に充てた特別勘定の
金額は益金の額に算入しているか。
〇 取得指定期問（通常は誤渡事業年度
の翌期首から 1年）を経過するものを
益金の額に算入しているか。
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交際費等の損金不算入

,........................................................,̀..........................”.... 
i 令和7年4月1日以後終了事業年度分 i --・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

．交際費等の損金笠入に関する明細害

定額控除限度額 、I
〇 定額控除限度額は正しいか（中小法人等以外

の法人が記載していないか）。
（注） 期末資本金（出資金）の額が 1億円以下
であっても次のような場合は、中小法人等

に該当せず、定額控除限度額は0円となる。

• 一の大法人（資本金（出資金）の額が
5億円以上である法人等）による完全支
配関係がある場合

・ 完全支配関係がある複数の大法人に発

行済株式等の全部を保有されている場合

法人名

く期末資本金（出資金）の額＞
1億円超．．． 0円
1億円以下（上記（注））

• • • 800万円X当期の月数（注）／12
1か月未満の端数は切り上げる。（注）

資本又は出資を有しない
法人

公益法人等
9人格のない社団等

〇 資本若しくは出資を有しない法人又は公益法

人等は以下の金額が期末資本金等とされる。

法人等碑分 I IIJI束資本金等とされる金額
（総資産の帳篠価額ー総負債
{f)帳簿価額土当期収支差額（注））

X60o/o・・・A 

期末資本又は出質の金額 x 
収益事業に係る貸産の価額
期末総資産価額

別
表
十
五呵

〇 別表4の「8」欄（総額及び加算《社外
流出》） に移記されているか。

i公益法人等又は人格のな
い社1ll等で資本又は出資
を有しない法人

（注） 貸借対照表に当期利益が計上されている掲合には、
その金額を控除し、当期の欠損金額が計上されてい
る場合には、その金額を加算する。

A
 

x 収益帯業に係る資産の価額
期末総資産価額

〇 持分の定めのない医療法人について、 「資本
又は出資を有しない法人」の区分により期末資

本金等とされる金額を計算しているか。

支出交際貸唸~の額11
(8の計）

事業
9年111.

可
損金宮入限度節I•

~)X. 11(3) 

上出扱持飲食費損令蕊入五砒額
(9の91)x旦 12 

9 00 

刀 c

((l)と((eom駆ー）又は(HO六＋13 
冗／口1衣▼ S J））のうlt少ない公●）

柏

支 出

令
七

金不雰人
(I)-(4) 

額， 5
•
一
以
後
絡 〇 損益計算書の交際費勘定の金額と一致し

ているか。

科 月'Ji.

交 炭 安

疇討王三ご土且

》他科目中交際費等 ||‘も 交、費等から除かれるもの

〇 製造原価、未成工事支出金、

棚卸資産及び固定資産の取得価

額、繰延資産などに含めた交際
費等を抽出する。、

〇 未払金及び仮払金中の交際費
を含めて記載する（当事業年度
中に接待等を行ったものに限

る。）。

〇 交際要以外の費用科目から、

交際炭等に該当するものを支出
科目の異なるごとに抽出して記

載する。

〇 次のようなものが該当する。
， 交際喪等に該当しないもの
， 使途秘匿金等

， 渡切交際費等

・ 当事業年度中に接待等を行ってい

ないもの

〇 飲食その他これに類する行為のため

に要する喪用で、一人当たりの金額が

10,000円以下（※）の襲用（社内交際
裁に該当するものを除く。）がある場
合には記載する。

※ 令和 6年3月31日以前に支出する

飲食聾については5,000円以下

〇 接待飲食贅とは、交際費等のうち飲食そ

の他これに類する行為のために要する費用

（専らその法人の役貝若しくは従業貝又は

これらの親族に対する接待等のために支出
するものを除く。）であって、その飲食痰

であることにつき帳簿書類に次の事項を記
載し明らかにされているものをいう。

① その飲食等のあった年月日

② その飲食等に参加した待意先、仕入先
その他事業に関係のある者等の氏名又は

名称及びその関係
③ その費用の金額並びにその飲食店、料

理店等の名称及びその所在地
（注） 店舗を有しないことその他の理由

によりその名称又は所在地が明らか

ではない場合には、領収書等に記載

された支払先の氏名若しくは名称、
住所若しくは居所又は本店若しくは

主たる事務所の所在地が記載事項と
・なる。

④ その他飲食費であることを明らかにす

るために必要な事項



9 旧定率法又は定率法

による減価償却資産の

償却額の計算

旧定率法又は定率法による減価償却資星の
11!却額の計算1＝関する明細書． 業

度
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； 令和7年4月1日以後終了事業年度分 i -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
別
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口

令
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•
四
・
一
以
後
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亨
業
年
度
分

一

年

百

一

〇 建物（平成10年4月1日以後取得）の償却
方法が旧定率法となっていないか。

ご：：ご号□言：二年貼
平成10年月1日以後～

〇 平成19年3月31日以前に取得した減価償却
資産について、耐用年数省令別表第七の「償
却率」を適用しているか。

平成19年3月31日以前

旧定額法（届出を要しない）

平成19年4月1日以後 定額法（届出を要しない）

可，

〇 平成19年4月1日から平成24年3月31日ま
での間に取得した減価償却資産について、耐
用年数省令別表第九の「償却率」、 「保証率
」、 「改定償却率」を適用しているか。
〇 平成24年4月1日以後に取得した減価償却
資産について、耐用年数省令別表第＋の「償
却率」、・ 「保証率」、 「改定償却率」を適用
しているか。
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〇 建物附属設偏及び構築物（平成28年4月1
日以後取得）の償却方法が定率法となってい
ないか。

〇 固定資産償却明細等で取得年月日を確認し、
償却方法が正しく採用されているかチェック
する。

芦：？s 泣得偏Ill(m92,000po0円
9,500,000円

（正）旧定額法

〇 特別償却を適用している場合に特別償却
の付表の添付はあるか。 ←i  万

~
一外 一外

〇 事業年度の中途において事業の用に供した
減価償却資産について、その償却限度額を月
数あん分によって計算しているか。
※ 調竪前償却額（「26」欄）を償却保証額
(「28」欄）と比較する際には、あん分前
の金額による。



10 役員給与

役員給与等の内訳書

゜
役員給与の区分

役 只 給与 等 の 内 訳
区 分 I 取扱い 1 

役識名 氏

相当業務＇ 住

名 ~:r.l 役艮芸6祐与計
呪3
所

なりJ内次

化 m人諷＇病分 a外
退襄捻与

役

員

に

イ定期同額

給与
事前硫定

欣樟役 H
 

長男

取籍役

s
 

次男

賞滋応艮 M 艮女

醤令 后一 ；『~I~~ その他
"9 + 9,'“’ イ• l1 ＊了十"’百，・ギド,,,ふ千 9’;E々 + 9’;び“+ 99 

m i l I Ii I l i Iii I i i I ii 
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111 ii 11 i Iii 11 I r-t-i.1'1 ! 
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山函 ！ 1 3畑淑n l四!ooof¥i I I I ll I I l 
1 i I LL I i i l't--n l i I i ii I i i ! l.,.;--;-..J. I ! I lL ! I I ! I I ii I ! i 

対

〇 決算書に記載されている
役貝給与の金額を確認する。

I 
〇 使用人兼務役員に該
当するか（別表2を確
認）．

0 「事前確定届出給与に
関する届出雲」に記載の
金額と一致しているか。

す

る

給

与

退職給与
以外の給与

退職給与

三

[

l

※
 

隠蔽又は仮
装経環部分

債務の免除による利益その他の経済的利益を含む。

゜
使用人兼務役員になれる者となれない者の区分

区 分 判 定

社長、理事長、代表取締役、代表執行役、代表理事及び消算人

副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役貝
（法令71①五）

合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員 使用人兼務役員になれない

取締役（委員会設置会社に限る。）、会計参与及び監査役並びに監事

・同族会社の特定役員

上記以外の役員で、部長、課長、その他法人の使用人として職制上の地l使用人兼務役員になれる
'l立を有し、かつ、常時使用人として職務に従事している者

特定役員の要件（次の①ないし③の全てに該当する役貝）

① 次の株主グループのいずれかに属すること

•第 1 順位が50％超である場合の第 1 グループ
•第 1 及び第 2順位を合計して初めて50％超となる場合の第 1 及び第
2グループ ｀ 

•第 1 から第 3 順位を合計して初めて50％超となる場合の第 1 から第
3グループ

② その役貝の属するグループの所有割合が10％を超えていること
③ その役員（配偶者及びこれらの者の所有割合が50％超の会社を含
む）の所有割合が5％を超えていること




